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誓 約 書 

 

私は、長崎市端島見学施設を利用するにあたり、次の事項を厳守することを誓います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※ 立入禁止区域に立ち入った場合、写真撮影の上、状況証拠として警察に提供します。 

 

※ 見学施設は通路幅等が狭いため、傘（日傘含む）の使用はご遠慮ください。 

 

※ 見学施設は、気象又は海象条件によって利用できないことがあります。利用できないときは、見学

施設使用料はお返しします。ただし、乗船料金の返金はございません。 

 

※ 小学生以下のお子様が参加される場合、船内外において保護者様の責任の下、必ず同行しその行動

の管理監督をお願い致します。 

 

※ 見学者の不注意や誓約違反により生じた損害については、㈲高島海上交通及び長崎市は、一切責任

を負いません。 

 

※ 感染症、テロなどの対策を行っている場合など、弊社が独自の規定を設けている場合遵守されるよ

うお願いします。 

 

※ ツアー参加における注意事項及び上記事項をご理解頂けない場合、ツアー参加をお断りする場合が 

ございます。 
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 住 所  

  

氏 名                         才 

1 見学施設区域以外の区域に立ち入らない。 

2 見学施設においては、次の行為をしない。 

(1) 柵を乗り越えるなど危険な行為 

(2) 施設を汚す、破壊する行為 

(3) 飲酒（船内を含む） (4) 喫煙（電子タバコ含む）  (5) 火の使用 

(6) 他人の迷惑となる行為（場所を占有する、横断幕をかかげる、献花、物を放置する、

大声で喚く、ドローンの使用など） 

3 安全誘導員その他の係員の誘導・指示に従う。 

4 見学施設を安全に利用するのに適した衣服・靴を着用する。 

5 ごみは持ち帰る。 

6 未就学児童又は身体障害者等一人での歩行が困難な者には、保護者又は介助者が同行する。 


